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法

王

レ

オ

と

宗

殺

改

革

オミ

ホオ

重

ミiム
1口

宗
教
改
革
の
必
要
以
欧
州
側
到
る
蕗
に
深
く
戚
廿
ら
れ
、
絵
王
制
度
の
腐
敗
と
法
王
棋
の
似
刷
用
は

識
者
を
し
て
殆
ん
ど
忍
ん
か
能
以
合
ら
し
め
北

bo
絵
王
の
一
溜
横
M
A

ぴ
乱
倫
は
其
極
に
惑
し
、
修

道

院

は

無

皐

迷

信

の

奨

飽

と

な

'hJ
慨

惰

放

協

の

中

必

と

な

ら

般

傍

槻

尽

の

的

傑

之

な

れ

ら
J
O

一一J伊崎白'.'..~ ".-~.白山..'" .~...・一
， ， ι "  

党
〈
秒
間
時
の
態
者
、
説
数
者
、
調
刺
家
の
著
泌
を
見
る
に
祭
司
僧
侶
の
無
阜
、
野
鼻
及
不
滋
徳
を
恭
露

叱
資
せ
も
d

る
も
の
稀
な
よ
り
0

3

忠
安
な
る
擁
馬
加
特
カ
ー
殺
の
的
学
者
と
縦
ど
も
今
日
十
六
怯
犯
に

於
け
る
数
舎
の
規
律
の
胸
肢
を
痛
嘆
し
総
，
制
的
改
革
の
必
渓
あ
ら

J

し

乙

と

承

認

す

る

乙

と

を

隠

勝

せ

合

る

な
p

り。

宗
数
合
議
は
致
命
の
分
裂
を
糊
総
せ
ん
が
潟
め
に
~
致
命
日
の
改
革
を
計
ら

ん
が
潟
め
に
、
異
端
を
根
絶
せ
ん
が
匁
め
に
召
集

3
れ

な

れ

ど

失

敗

に

終
r
り
ぬ
。

利

は

精

や

満

足

し

北

る

が

如

合

唱

溺

越

は

甚

だ

し

く

失

墜

し

北

L
リ。

倣
蘭
西
英
首

絵

王

マ

ル

チ

ン

第

五

世
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及
ユ

i
d
v
ニ
ウ
ス
第
四
世
は
位
以
数
令
議
仁
敵
抗
し
て
勝
利
を
得
、
北
る
を
喜
び
て
其
威
信
の
失

法

王

レ

ヲ

之

宗

放

改

窓

ヨえ

$ 
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法

王

レ

ヲ

と

宗

貌

改

輩

墜
に
よ
L

ツ
て
深
.
刻
の
損
傷
を
蒙
J

り
法
王
制
度
の
政
権
の
漸
く
衰
頒
せ
る
を
会
く
知
ち
か
ν

る
が

ニムハ

如
し
。

中
古
じ
於
け
る
法
王
制
度
の
雨
索
、
北
る
煩
般
的
学
訴
と
修
道
院
主
義
と
の
勢
力
は
漸
く

至
る
ま
で
之
れ
仁
気
付
h

炉、C
J

り
し
の
み
。

資
に
器
伐
に
般
磁
を
生
し

t
b
3
れ
ど
ル

l

テ
ル
之
を
天
下
に
示
ず
に

抑
る
レ
オ
第
十
世
の
訟
王
臓
に
澄
愛
せ
る
と
き
の

傾
倒
せ
ん
と
せ
よ
ツ
。

数
舎
を
見
る
仁
第
十
四
世
紙
の
法
王
職
分
裂
の
時
代
特
に
叉
北
第
十
世
紀
及
第
十
一
世
紀
の

時
代
に
於
け
る
獄
祝
に
比
し
て
必
歩
し
，
も
勝
ー
っ
て
険
悪
な
る
沙
も
の
と
云
ふ
可
ヂ
ち
ゃ

J

却
て
敬

舎
の
規
律
柑
や
伸
張
し
て
争
闘
が
℃
蛍
時
の
法
王
の
倒
見
切
な
る
政
策
と
慌
霊
の
相
官
略
と
に
よ

ιり

て
分
裂
を
癒
す
る
乙
と
を
得
、
党
J
9
0

法
王
レ
庁
第
十
世
に
其
先
代
の
錦
絵
玉
の
如
く
絵
王
臓

の
償
値
を
損
害
す
る
に
歪
れ
る
甚
だ
し
き
銚
机
無
く
且
つ
ジ
ユ
リ
ア
ス
第
二
世
の
如
を
過
激

に
し
て
険
悪
な
る
性
質
を
有
せ
含
れ
ど
偉
高
仁
し
て
健
全
な
る
意
見
仁
乏
し
く
操
行
号
、
ま
北

修
ま
ら
才
る
告
の
あ
F

り
北
ょ
ッ
。

彼
は
政
治
家
と
し
て
外
交
家
と
し
て
粉
や
稲
ず
可
合
唱
の
あ

ιリ
と
撒
宅
地
州
代
の
粉
耐
を
洞
察
し
、
思
潮
の
港
行
ず
る
方
向
を
認
む
る
の
卓
凡
な
か
ん
/
営
。

蛍

:lj-:L 

g 

g皮

lfiJlは
乱闘
語家
討主
討議
Jiの

!? 
闘る
関雄
自億
誌の
討精

3と
回調・

!? 
制力
患な

ii 
認オH

i i 
i:ぇ
野北

l 

時
閣
家
的
競
争
及
各
閣
君
主
と
野
必
は
到
る
蕗
に
歴
然
大

b
。

此
の
危
機
応
際
し
て
絵
王
制

勝
敗
と

念
乱
は
教
舎
の
必
核
を
府
側
蝕
し
つ

h

あ4

る
な

-b
而
し
て
閥
家
主
義
の
締
岬
と
究
惑
の
復
興
と

議
明
接
見
の
昭
光
は
漸
く
法
王
構

P
傾
倒
し
つ

h

あ
る
な
ん

4
0

訟
王
棋
は
今
や
貨
に
滞
氷
の

上
に
立
て
よ
り
。

ロ
ー
レ

y

y
オ
デ
メ
デ
イ
チ
は
ジ
ユ

ー
リ
ア
ン
、
ピ

l
タ

1
、
及
一
ジ
ョ
ー
ジ
の
三
子
を
有
せ
台
、
一
間

し
て
ヲ
ヨ

l

y

は
印
ち
法
王
レ
オ
第
十
世
な
t
9
0

千
四
百
お
十
五
年
ブ
ロ

レ
y 

λ

に
生
る
。

彼
九
歳
に
し
て
般
に
僧
正
と
な
よ
リ
、
十
一
一
一
歳
仁
し
て
カ

1
デ
イ
ナ
ル
と
な
ん

J

一
一
一
十
レ
七
歳
に
し
て

捨
五
ー
に
な
れ

J
Q
J
O

千
五
百
十
三
年
怯
王
ジ
ュ
ー
リ
ア
ス
第
二
世
入
滅
し
て
ジ
ヨ

l

y
は
縫
衡

...._、一 宇 一、一 ._-__4 ・ー
..~. A.~~. ・...~~，.....・一一一且 ・-

1 今、、、、;"'~ " ~、

に
よ

b
て
法
王
に
想
げ
ら
れ
レ
オ
第
十
世
と
、
栴
せ
L
リ
。
訴
に
棋
王
臓
仁
縫
A
ツ
大
る
レ
オ
は
州
地

患
の
衡
に
ゆ
向
f
p
大
る
僧
侶
に
は
一
最
強
趨
任
者
と
認
め
ら
み
可
営
性
格
を
共
有
せ
ム
ソ
。
彼
は
人
と

潟
L
ツ
温
良
寛
容
に
し
て
快
鶏
を
好
め
ど
も
ポ
ー
ル
ジ
ア
家
の
淫
侠
に
陥
ら
京
、
政
治
家
と
し
て

敏
腕
を
有
し
而
宅
ジ
ュ

1

リ
ア
ス
第
二
世
の
猛
烈
な
る
野
必
な
が
よ
リ
し
が
如
し
J

世
は
皐
務
究
成
ず
を
愛
し
花
れ
ど
道
徳
、
雌
貌
、
五
議
の
概
念
に
乏
し
か
I

り
し
な
よ
リ
。

レ
オ
第
十

サ
ル
ピ
ー
は

レ
オ
の
率
問
、
趣
味
及
直
白
の
諸
紡
を
稀
春
し
〈
且
つ
日
く
「
若
し
レ
オ
が
此
等
仁
加
ふ
る
に
宗

27 

数
上
の
相
官
識
と
徽
紳
の
念
と
を
共
有
し
な
ら
ん
に
は
貨
に
完
金
属
縞
な
る
絵
王
北
る
一
月
h
V
E
h
-
-
/

法
王
レ
ヲ
之
出
柄
拘
机
改
革

七



ト
ゃ
い
聞

法

王

レ

ヲ

E
京

放

映

輩

ニ
λ

28 

し
な

6
3
れ
ど
不
幸
に
し
て
此
の
ご
徳
を
銚
を
大
る
は
貨
に
歎
歩
可
ぎ
な

b
」
と
パ
ラ
ウ
ヰ
チ

ュ
ー
は
「
法
王
レ
オ
は
希
臓
の
偶
話
に
精
通
し
叉
詩
人
の
税
換
に
枕
る
唱
の
を
身
港
に
集
め
て

数
舎
の
歴
史
及
ぴ
師
尖
の
数
設
を
熟
知
せ
る
唱
の
に
接
す
る
乙
と
を
矯
き
N
E

る
を
嘆
い
レ
オ

は
世
俗
の
皐
惑
に
熱
必
に
し
て
狩
猟
を
好
み
戯
ム
一
一
口
を
弄
し
謎
・
飾
を
愛
し
彼
の
聖
職
じ
越
せ
会

る
者
に
必
を
傾
く
る
を
陀
責
せ
よ
ツ
。

パ
一
ブ
ウ
ヰ
チ
ニ
ー
は
怯
玉
に
し
て
俗
輩
を
逮
け
て
紳
感

者
と
親
し
く
交
'
h
J
t
ら
ん
に
は
彼
は
赦
罪
怨
を
揺
布
す
る
に
一
見
に
慌
霊
の
態
度
を
取
L
ツ
ル
}

テ
ル
の
呉
端
迫
感

4

者
の
論
駁
に
よ
F

り
て
恐
ら
く
は
、
迅
速
に
鈴
鹿
じ
得
北
る
な
ら
ん
之
思
惟
せ

よ
ツ
、
一
致
命
制
の
管
長
文
る
法
王
レ
オ
は
宗
数
及
精
紳
的
事
柄
よ
L
Y

も
却
て
丈
島
e

、
美
術
及
品
目
嫌
に
一
見

基
松
岡
敬
徒
よ

'b
徴
集
せ
る
豆
額
の
財
資
は
其
親
戚
縁
者
の
附
に

に
深
き
趣
味
を
有
し
た
よ
ツ
。

分
山
崎
/
せ
ら
れ
革
本
初
、
京
税
、
偉
一
路
仁
封
ず
る
格
好
を
泌
足
す
る
が
た
め
に
件
前
五
の
金
庫
を
傾
け
溢

せ
1

り
而
し
て
之
を
填
充
ず
る
の
新
方
案
と
し
て
法
王
ジ
ヨ

l

ン
第
二
十
二
世
が
ほ
日
て
犯
罪
者

彼
は
託
銀
所
の
塵
芥
中
に
甥
仰
は

3
れ
北
る
沓
税
法
を
訂
圧

起

3
ん
乙
と
を
宣
告
し
以
て
十
一
一
枕
&
徴
牧
せ
ん
と
せ
よ
り

3
れ
ど
此
は
会
く
失
敗
に
終
れ
・

6

西
班
牙
に
遣
さ
れ
北
る
絵
玉
の
使
節
は
商
闘
の
橋
政
投
y

り
し
カ
}
デ
イ
ナ
ル
キ

γ
メ

ネ

I

ス

の
矯
め
に
排
拒
せ
ら
れ
他
の
諸
閣
に
阪
遣

3
れ
文
る
代
表
者
る
功
を
奏
せ
ポ
J

し
て
迫
榔
は
れ

?とレ
オ
第
十
世
は
怒
に
此
の
如
き
集
金
誌
の
効
力
少
ぎ
を
認
め
て
新
に
良
策
を
競
合
る
可
わ
ら

念
る
を
務
見
せ
よ
リ
。

千
五
百

O
六
年
ジ
ュ
ー
リ
ア

λ

第
二
世
の
治
下
に
枇
麗
偉
大
な
る
規
模

を
以
て
着
手
せ
る
聖
一
波
得
大
聖
堂
の
再
建
の
事
業
拡
レ
オ
を
し
て
赦
罪
歩
を
資

b
て
キ
リ
ス

ト
数
諸
閥
の
補
助
を
歎
願
す
る
の
機
舎
を
得
せ
し
め
北
ょ
っ
。
余
此
に
赦
罪
券
の
由
来
を
鴻
ぷ
る

の
埠
あ
ら
歩
唯
、
だ
赦
界
金
を
以
て
一
時
数
舎
の
歳
入
を
補
助
す
る
乙
と
は
日
渇
れ
決
し
て
レ
オ

の
創
窓
に
出
で
柁
る
も
の
に
非
才
る
と
と
を
切
か
じ
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
。

赦
罪
の
積
額
は

一
な
ら
み
yo

. -.-. ".....司 e伶 e、円、 、~~"九日ー~令晴、'-'- ~-_.‘ 一---~一一・'一.，-日-.、......_・ h・ー・-.-_・_-. ~ 同町田‘・一岨
一 、

索
と
乙
れ
致
合
一
の
泌
規
γ
ト
別
れ
る
懲
罰
を
放
免
す
る
乙
と
の
み
に
定
め
ら
れ
セ

る
唱
の
な
る
が
滋
に
地
獄
の
苔
菜
、
罪
、
・
其
他
キ
リ
ス
ト
の
代
表
者
の
放
稗
す
る
力
あ
る
唱
の
、
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赦
宛
と
し
て
資
演
め
ら
る
、
に
至
れ
L
リ。

間
関
と
な
r
り
て
攻
撃
の
中
必
と
な
ん

J

、
地
獄
の
苦
業
を
金
銭
に
て
資
質
す
る
の
芯
却
は
無
相
官
に
し

法

王

レ

ヲ

と

家

裁

敬

議

3
れ
ば
某
後
此
の
如
き
法
王
の
放
罪
棋
は
屡
々
問

一一九



嘉

納

鴻

滋

7

6

4

ま

鴇

〉
M
H
Z
+
7
3
0ム
φ
F
1
q
，
，
ふ
倒
州
問

2
7
M凶
器・

ω
倒

Y

7
部

首

。

似

判

部

砕

ω
w判
例
刑
判
イ
ム

1

4

O
Q
ヰ
ペ
・4

雄一
4
製

ω
4
f
a
r
l
d叩
〉
悶
弓
拶
口
一
干
の
h

ヤ値喝

... 岡崎

1~ 

い一。戸4・a、‘."_....~.国寸日ームー

ゑ
澗
抑
制
加
〉
ぺ4

財
ヰ
事
務

d
/利

τ
ベ

l
伝

ぷ

4
4
d
E
A
V
1
x
d
r
d
/↑。

1
4
V
L
τ
，
J
4
J
A

ヰ
叫
w
弓

恐

寝

φ
平
副
駒
〉
間
寝
泊
廿

α問
時
都
側
W
淵
問
主
〉
つ
盟
、
バ
γ
み
瀦
紘
・

{
4
4
，fム「
1

4

〉

つ

岡

訴

弓

棋
倒
吋
4
6
小
型
羽

M
1
r
/仰

/
A
L
-

06
7
礼
、
情
つ
み
白
線

'd
印
刷
W
凡

w
w判
d
/仰
亡
ミ
，
n
ゴ
執
ヘ
ム
ペ
t制
限
.
k

つ

総

括

弓

日

証

G
E
L
V出
吋
4

1
東
判
制
制
収
奪
06
t
泣

得

点

q
み
功
例
凶

7
6
t
2
G
9
0ム
稼
つ
郡
山
附
制
弓
草

加
智
吋
4

1
頭

訓

み

加

瀬

弓

q'L
致
結
也
管
、
つ
器
棚
弓
澄
巷
)
存
立
滑
川
内
ぺ
t

Q
ぷ
『
朴

wm
ゴ
掛
謡
叫
W

羽

O
Q
み

獅

諭

{
4
7

コ
γd
M倒
弓
磁
商
品

α基
盤
評
〉
パ
l

淵
瑛
3
H邸
調
。
捌
湖
沼
山

。
同
砂
猿
判
鴻
A
W
コ

Z+
制
側
酬
明
智
V
段、
〉

4

ぺ
ae削
叫
に

6
t
ヰ
印
刷
時
ゴ
判
明
日
間
@
同
砂
線
弓

4
Y
J八
/一
戸

f
h
t市・
4
弓
国
側
W
G
溺

A
E
l
T
干

の
ム
み
灘
学
弓
麗
溜
彰
必
曲
線
日
一
十
一
一
一

U
H
I
T
s可
庁
↓
旦
古
寺
〉
ぺ
t
削
{o
rv
五、

ω
1
w
w
つ
癒
紙
・

3+
竿
〉

M
H
Zゃ
の
ふ
匂
削
勾
凶
w
s
w
d
0・ム
r6
f
口
諸
問
弓
溺
設
。
滋
山
中
、
〉
つ
れ
早
川
戦
弓
マ
寸
46
γ
活・

3
4
w
立
、
ぷ
町
、
#
ゴ
つ

的
以
務
若
干
コ
の
ム
法
町
出
身
〉
ぺ
，
.
、
ゴ
岡
県
百
九
ω
彰
括
協
咋
判

M
1
/
7
1
4

都
防
法
ゴ
ル
ベ
獄
、
対
都
忍
毒
血
ウ
ム
輩
。
皆
川
刊
の
ι
2
溜
何
時
吋
A
q
w岐
点
字
判

4
L
F「
1

4

J
川
町
立

O
Q
礼
、
幻
醤
弓
守
口
、
G
d
d
w
ν
f
bヤ

O
Q
家

iiJj 

つι
7
4
立
mm
ゴ
U
3
2
3
A印
乳
‘

dw
糾
弓
宮
川
w事
印

刷

φ
謝
野
判
T
T
Y
G
d
w靭

。
Q
d
w
T
5
3
0ム
匂

一
ω
8
0ム
ぷ

G
J
d臼
一

dv
溜
潟
愈
〉
ぺaa

a

態。
6
t
ヰ

旬

館

κv
選

定

苧

〉

.
Q
政
1
q
m叩
4

3

h一
手
幽
灘
ペ
t

鍾

羽
毛
皐
録
。
段
目
性
虫
干
パ
l
M般
若
瀦
鰻
〉

w
w
ゴ
義
司

4
v
p
J八
/
一
て
小
企

r
o
v
r
/

ト。

4
τ
/加
、
ザ
/
仲
〆
イ

J

ム戸
/件

τ
の
ム
ヰ

U
T
附
情
。
禁
制
斡
岡
評
判
イ
官
/
件
/
和

ι「吋
4
q
w
w
q
ヰ

d
W
9
q
議
判
官
品
首
相

G
彰

猛

練

判
〉

w
w
ゴ

MH
鴎
ペ

fA
キ

4
0
6・
羽
根
弓
部
協
W
A
ω

彰
逝
維
の
ム
・
4
監
護

α王
務

ゴ

ω
n
M妙

γみ
紳
助
堂

弓
括
務
寝
一
品
読
￥
伝
説
別
市
議
〉
ぽ
ィ
斡

~4
婚
制
冊
。
ι
本
、
片
付
切

7
沼
認
の
ι
弘
、
々
高

ι7
ψ
本
立
制
限
鍛
ユ
ム
可
続

R
4
X
a
叩
判
部
事
判
鴻

0
6
7
2
平
副
附
翁
毎
〉
パ
i

ゴ
問
山
町
四

G
W抑

d
/仲
亡
ミ
』
乳
、
判

m
w
ユ
つ
吋
4
G
弘代
。，
，
hf
bf

ω
W
7
4
τ
/和
/件

ιFF
判
。
色
。
ム
ヰ
‘

fv
'
易
立
母
草
川
刊

o
d
f
G
J
d
血
守
口
、
判
刊
を
「
T

Q
溶

@

事

務

点

m
W

3.
謡

判

官

み

混

一

.3
暑
の
ム

P
W
9政
調

銭

。

砂

鵠

弓

品
V

滞
空
手
荒
弓
商
慣
習
A
W

事

湖

〉

つ

3
x
m
w品

α仇
伴
者
議
話
機

G
m
w
l‘
半
判
正
問
吋

O
Q
去

っ

L
Y
ぷ

'
q
M哨
弓
議

ω
録
制
刈
?
?
〉

m
h
4
1
Q
Pも
み

路

線

弓

3

0・
'hサ
件
。

ω
仏
戸
空
手
》
・
ゴ
臨
調

7
話
機
司
嘉
島
近
著
、
.f
67
了、

1

q

w却
益
。
彰
婦
問

w
w
a
ぺ
t

q

y
q
〉
I
V
Z
+
愈

〉

w
w
吋4
M切
職
制
糊
酬
の
ム
ヰ
リ
ロ
ト
漉

m
Y
G
初
判
レ
↑
イ
‘

o
Q
政

つ

ιy
hH
も

み

撃

弓

線

拡

ゴ

繁

3
.
V
ρ
h
 

。ι
7
攻
審
議
げ
/
利
〆
ペ
/
{
「
・
中

4
V
L
ム

1
1
1
0
姐

撒
1
4
斗

r
G
A八
レ
十
五
ペ
げ

l
む

α寝

服、
V
ル

/ω

げ

O
Lム
ミ

V

X

/

↑

/
H
d

・-官・

4
J
G
他
口
平
話
可
問
。
行
Y
1
A
瀦

弓

認

。

癒

続

灘

ギ

〉

勺

係

コ
ツ
ヤ
判
手

Y
φ

線
機
コ
矧
・

3
m
T
m
M
1
L
F
F
i
d
-
和

つ

ι
7
去
覇
。
，
h
4
3
G
勝
間
百

X
T悶
商

事
t

混
同
諸
挺
〉

()~ 

0
5
 

事
狛
海
山
山
中
、
1

r

目

イ

王

線



32 

法

王

レ

ヲ

と

宗

敬

改

輩

遂
に
聖
書
の
み
、
濁
ゥ
能
く
信
一
仰
の
確
閥
、
北
る
基
礎
、
北
る
に
足
る
唱
の
に
し
て
、
数
舎
の
殺
説
、
及

_，‘ 
一--'・
‘，..... 

品
川
般
の
一
英
俄
曲
直
は
聖
書
仁
よ
y

り
て

の
み
剣
断
す
可
を
宅
の
な

B-

り
と
の
主
義
を
接
表
せ
よ
り
。

一
似
の
抗
争
な
よ
ツ
と
し
て
、
深
く
意
に
介
せ
・
下
、
之
を

…
笑
仁
付
し

レ
オ
第
十
世
は
之
れ
僧
侶
一

去
ち
ん
と
し
て
、
ル

I
J
プ
ル
を
録

ド
ミ
ユ
ヅ
グ
一
阪
の
俄
侶
は
彼
を
ロ
ー
マ
法
王
府
に
越
訴
せ
よ
ツ
。

敏
な
る
論
者
な
よ
リ
と
呼
べ
』
h，J
O

彼
は
、
必
日
て
、
以
前
に
サ
グ
汁
ナ
ロ

1
一プ

の
剛
腹
な
る
論
争
を
凡

北
よ
ツ
、
而
し
て
此
の
雄
・
焼
、
熱
烈
な
る
僧
侶
を
界
日
初
に
腿
一
迫
せ
る
乙
と
は
、
レ
オ
第
十
世
之
し
て
ル

I
Jア
ル

の
論
争
を
騨
脱
す
る
に
去
ら
し
め
文
人
ソ
。

加
之
ー
や
削
時
の
数
舎
は
大
な
る
信
用
と
-
深
を

且
つ
誤
王
の
人
格
昔
、
笠
松
比
較
的
高
潔
に
し
て
全
欧
洲
と
岡
山
賎
せ
t
り。

彼
は
自
己
の
周
期
に
型
資
を
集
め
、
天
下
の
畏
敬
す
る
蕗
と
な
ム
ツ
。

骨
骨
散
を
博
し
居
れ
よ
り
。

キ
リ
ス
ト
致
問
聞
の
君
主
は

齢
を
鼻
ふ
し
臓
を
厚
ふ
し
て
法
王
の
意
を
迎
へ
、
ロ
!
?
議
舎

に
親
を
求
め
な
よ
り
。
ル

i
Jア
ル

も

治
宝
に
深
厚
の
誠
意
を
表
し
、
務
王
に
舎
を
奏
し
て

日
く
「
余
は
余
が
金
必
会
カ
を
捧
げ
て
べ
盛
下

仁
査
す
、
余
を
生
わ
し
余
を
殺
し
余
を
賞
し
余
吉
開
削
す
る
は
一
に
乙
れ
啓
一
下
.
の
要
旨
に
あ
よ
リ
、
事
一

下
が
統
卒
の
珠
及
宣
言
の
静
却
は
我
之
を
キ
リ
ス
ト
の
韓
な
よ
り
と
認
む
、
余
は
ま
、
花
盛
下
の
乎
に

同組死
説認す
れ 到 る
方〉討t--

Mga 
何却は
で 認さ台
よ認な
く認 b
型 iil
.HP.: r， ;;.~i 

の 5新
?閥;の

問没如日
斜含

闘1
討侃
詩の

r溺i主主ijJ に

認あ

3; 
i討:~1 n紳坤
詩ぽ封、1土 の

説明
おと

13 
読者
誌の
潟カ

ii? 
自ん

一
一
隅
に
あ
る
一
介
の
食
借
の
努
カ
が
、
斯
の
如
さ
深
議
の
震
動

を
世
界
に
窓
越
す
る
と

ιを
務
知
し
得
ん
や
0
3
れ
ど
年
を
経

ヘ
念
る
仁
ル

ー
テ
ル

の
著
書
が

組
制
強
に
及
ぼ
せ
る
勢
カ
の
大
な
る
に
殺
さ
て
、
絵
王
は
・
遂
に
此
の
事
件
を
瓦
に
堂
大
脱
す
る
に

歪
れ
L
リ。

ル

Id--'
ル

の
意
見
は
幾
多
の
穏
健
な
る
人
士
及
皐
者
間
に
容
れ
ら
れ
、
幾
多
の
高
貴

の
締
紳
が

ル
ー
テ
ル
の
主
義
に
賛
成
を
表
す
る
に
歪
れ

'ol
サ
キ
ア
コ
!
の
明
君
プ
レ
デ
リ

ヅ
グ
は
ル

ー
テ
ル
の
意
見
に
賛
成
し
て
、
彼
の
反
野
の
攻
撃
に
濁
し
て
、
彼
と
保
談
ず
る
乙
と
に

千
五
百
十
八
年
八
月
十
レ
七
日
法
王
は
ル
}
テ
ル
に
六
十
日
以
内
に
ロ

l

y

に

カ
を
議
せ
よ
リ
。

来
J

り
て
彼
の
数
設
に
闘
す
る
駁
論
仁
答
ふ
可
き
命
令
を
議
し
た

b
。
改
革
者
以
締
逃
に
於
て
一
見

一、ー一一目 4・・'"叩‘ー一......~. _" "_・一 ‘0・b一一一一 .、.ー可』号一一一日ーιc.......... __.'.1・e円“一一一一，市ーやトー
.‘ 1-:; 司1 ・

仁
安
全
な
る
裁
剣
を
受
け
ん
乙
と
を
版
ヘ

t
p。
於
是
レ
・
庁
ば
カ
!
デ
ナ

ル
グ

I

タ
を
伎
は
し
て

彼
の
弊
明
を
聞
か
し
め
食
λ

ツ。ル

1
テ

の
面
白
金
合
見
を
処
せ
よ
り
。

ル
拡
ア
夕
、
グ
ス
プ

ル
グ
に
室
。
、
法
王
の
使
節
の

一
人
と

第

ル
ー
テ
ル
肱
戚
慨
胸
仁
溢
れ
、
意
翁
軒
目
叩
北
る
唱
の
あ
J
9
8
セ

33 

E
h
J
o

彼
以
自
己
の
名
一
審
と
自
由
を
保
護
し
、
自
己
の
大
串
の
名
韓
を
維
持
し
、
抑
制
遜
紳
皐
の
滞
家
の

基
礎
を
楠
て
、
外
闘
の
干
渉
を
脱
却
せ
ん
と
す
る
岡
家
の
繋
墜
を
幾
一
局
に
荷
ふ
て
立
な
な
る
可

わ
ら
な
る
を
白
魔
せ
F

九
彼
は
幾
多
の
疑
恨
を
以
て
バ
往
け
ら
、
素
よ
ー
り
彼
は
示
、
光
明
憾
な
る
思
想

法
d

去

レ

?

と

宗

敬

・

攻

撃
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8生

一一一闘

を
形
成
す
る
に
歪
ら
ぎ
1

り
し
と
雌
ど
も
、
彼
は
誠
意
会
カ
を
傾
注
し
て
其
最
上
宮
議

3
ん
と
の

決
必
を
以
て
往
け
1

り
。
彼
其
友
ス
パ
一
プ
チ
ン
に
蛍
闘
を
途
与
一
五
は
く
「
余
は
決
し
て
異
端
者
投
ら
旬
。

法

王

レ

ヲ

と

宗

救

敬

意

る
可
し
。

余
或
は
議
論
に
於
て
談
に
陥
る
、
乙
と
あ
ら
ん
、
3
れ
ど
何
事
を
も
断
言
せ
合
る
可
し

而
も
余
は
人
々
の
意
見
の
奴
隷
食
る
乙
と
を
欲
せ
含
る
な
ん
〆
」
と
。

霊
任
'
は
獄
滋
に
使
き
れ
北
よ
り
使
節
カ
}
デ
ナ
ル
ト
マ
ソ
タ
テ
ウ
ヰ
オ
郎
ふ
り
遜
稀
カ
ジ
ぷ
タ
ン

ル
I
J
ア
ル
を
裁
列
す
る
の

な
る
も
の
仁
委
托

3
れ
セ
よ
り
。
彼
は
深
似
な
る
皐
識
I

乙
高
遠
な
る
名
護
と
を
有
ず
る
人
じ
し

て
紳
感
上
の
論
難
の
候
に
蛍
ふ
其
皐
舶
の
富
勝
該
博
な
る
を
以
て
能
く
論
敵
を
威
勝
一
ず
る
に

は
瞥
時
殆
ん
ど
彼
の
右
仁
出
づ
る
も
の
な
'
か

6
し
な
よ
り
む
赦
則
非
券
の
問
題
仁
関
し
て
は
カ
ジ

品
タ
シ
は
多
く
の
鮎
仁
於
て
ル
}
テ
ル
と
同
意
見
を
懐
を
、
放
界
券
販
官
民
者
の
態
度
を
非
難
し

北
L
ツ
。
彼
は
赦
罪
参
な
る
唱
の
は
圧
蛍
の
理
由
じ
よ
y

り
許
輿

3
れ
北
る
場
合
に
於
て
始
め
て
有

効
な
る
も
の
に
し
て
之
を
受
け
大
る
告
の
に
誠
賛
成
一
怖
の
必
密
生
官

3
れ
ば
何
等
の
効
を
奏

ず
る
も
の
に
非
ポ
ヘ
且
一
赦
罪
を
受
け
北
る
後
と
雌
ど
も
、
鐙
魂
上
の
鐸
鶏
と
し
て
常
に
悔
憾
の
精

神
な
が
る
へ
わ
ら
含
る

E
を
設
け
よ
り
。

ル
I
Jプ
ル
は
其
第
}
の
曾
目
ル
仁
於
〈
説
明
何
重
な
る

獄
待
を
受
け
北
る
の
み
な
ら
ポ
ノ
、
大
な
る
零
敬
を
以
て
迎
へ
ら
れ

t
b。

」

A
苛
33d-u-A刈
司
引

1
J浅川叶ベバワコヨヨ司、当
1
3
3
4
3ヨ
司
1
1
1
1
1
3司
社
説
明
外

1
1
1
3司
4
1
司
司
司
3
4
A討
1
・

1
3
J
1
1
3
1
4
1
i
1
1
3
j
J
J
3
1
j
I
H
-
-
J
九一付

一:
c
p
i
j
tま
iv5?PEP子"を
1
3
5主
E6訴ーも
h
b
E
E
F
B
u
t
-
h
r
b
i
F
E
N
S
F
4
K
F
E
E
'
F
E
5
3・
ivdFitin--仲

良
知

r
p
u
k
E
E
E
E
S
E
R
E
-民
訴
訟

し
て
討
論
に
一
旦
る
が
如
、
昨
日
}
態
度
を
避
け
、
単
に
ル
テ
ル
の
謀
れ
る
論
題
を
撤
同
し
て
、
将
来

ヵ
ー
ヂ
ナ
ル
は
注
意

の
如
き
設
を
翁
ず
と
之
な
く
其
他
数
舎
の
臓
椛
仁
拡
胸
し
叉
大
反
抗
す
る
が
如
を
議
論
左
越

む
可
営
乙
と
を
け
告
げ
北
る
の
み
。

ル
}
テ
ル
は
之
れ
を
答
ん
て
決
し
て
謀
れ
る
論
訴
を
疏
布

ず
る
唱
の
に
み
ら
も
d

る
を
緋

b
、
英
誤
謬
の
貼
と
見
ゆ
る
唱
の
を
指
摘
せ
ら
れ
ん
乙
と
を
訪
ヘ

ル
i
一
ア
ル
の
立
論
は
基
督
畿
の
信
仰
の
根
本
的
敬
訪
に
関
す
る
鹿
に
非

J

歩
し
て
、
彼
の
談

論
は
蛍
時
一
般
に
認
め
ら
れ
た
る
難
局
に
鮒
れ
北
る
唱
の
な
る
が
故
仁
、
法
王
-
腐
の
彪
貴
仁
闘

す
る
資
際
問
題
に
抵
倒
す
る
と
之
な
く
し
て
、
抽
象
的
の
意
見
を
吐
露
す
る
に
止
ま
る
が
も
の
北

35 

る
と
と
能
は
も
d

る
が
も
の
な
よ
り
。
抑
替
政
世
記
に
一
旦
よ
り
て
絵
王
の
抑
制
裁
棋
の
上
に
築
か
れ
食
る
一

種
の
組
織
を
評
論
す
る
は
極
め
て
危
険
な
る
も
の
に
し
て
之
を
説
明
す
る
乙
と
ず
ら
安
会
な

る
唱
の
仁
て
非
公
p

り
し
な
よ
リ
。
何
人
と
雌
ど
も
絵
王
の
署
名
せ
る
文
書
又
は
法
王
廟
よ
よ
ツ
波

布
せ
ら
れ
柁
る
数
令
の
上
仁
販
は
れ
た
る
平
易
な
る
窓
義
を
論
評
す
る
を
許

3
れ
歩
。
若
し

一
皮
之
を
許
せ
ば
之
よ
t
り
泣
起
す
可
を
困
難
を
廃
理
ず
る
仁
非
常
の
困
難
を
止
一
歩
可
け
れ
ば

濁
議
は
絵
王
府
に
有
害
な
る
議
論
を
以
て
不
穏
の
傾
向
を
示
せ

b
、
故
に
今
や
之
を
停

カ
ジ
ぷ
タ

y

の
目
的
拡
討
、
論
詰
難
仁
非
ホ
ノ
し
て
枕
撚
せ
し
む
る
に
あ

な

b 
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止
せ
か
}
る
可
か
ら
ホ
ノ
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法

王

レ

ヲ

と

宗

教

政

輩

前
し
て
彼
は
議
論
を
魚
河
d

ホJ

し
て
其
意
見
を
撤
同
せ
し
め
、
数
舎
の
剣
仙
伏
広
服
従
せ
し
め

於
且
品
、
ル

1
テ
ル
は
自
己
の
立
脚
地
の
優
秀
な
る
を
戚

b
、
断
乎
と
し
て
意
見
の
撤

一一一六

、

ん
と
せ
λ
ソ。

同
を
否
犯
せ
よ
り
、
而
し
て
慌
意
仁
自
己
の
決
意
を
明
か
に
し
て
、
静
か
じ
ア
ジ
グ
ス
プ
ル
グ
を
会

法
王
レ
オ
も
等
し
く
慎
重
の
態
度
を
取
ト
り
て
而
も
頑

t
し
て
一
歩
を
譲
ら
歩
、
彼
の
地

法
王
は
千
五
百
十
八
年
十
一

れ位
や
貸
に
岡
難
な
る
も
の
仁
し
て
、
港
返
維
に
谷
れ
る
獄
な
よ
り
。

月
数
A

ザ
を
議
し
て
赦
罪
の
設
は
正
皆
な
る
唱
の
な
る
乙
と
を
宣
言
し
、
頑
固
な
る
信
侶
の
乙
と

に
闘
し
て
一
言
之
に
競
合
}
及
伏
、
北
る
乙
と
な
し
。
味
、
.c

れ
ど
ル

I
テ
ル
は
此
致
令
を
評
し
て
大

臓
に
も
法
王
も
他
の
人
と
等
し
く
訟
に
陥
る
乙
と
あ
る
可
お
じ
を
以
て
務
王
の
言
は
必
歩
し
宅

最
後
の
列
蹴
岡
下
非
し
て
、
，
uh
ら
に
宗
教
合
訟
に
剣
決
を
待
つ
可
き
を
論
性
I

リ。

宗
教
食
織
を
口

一
に
す
る
の
み
に
て
司
法
王
臓
に
は
之
れ
宣
戦
仁
似
北
る
も
の
に
て
あ
ム
ツ
文
る
な

60

此
締
恰
も
重
大
な
る
事
件
政
界
仁
願
は
れ
、
欧
州
仰
の
・
注
意
は
瞥
く
宗
教
の
論
争
よ
t

り
政
治
上
の

コ
れ
ば

討
論
に
将

b
t
b
o
砂
同
時
の
重
姿
問
題
は
、
皇
帝
な
る
も
の
は
何
人
花
L

り
や
と
一
五
ふ
に
あ
よ
リ
。

L 

そ
は
良
品
情
マ
キ
ジ
ミ
リ
ア
シ
の
獅
淡
は
千
五
百
十
九
年
一

月
に
会
・
表

3
れ
党
ば
な
よ
ツ
。

;;西
潟漉
::牙
舗の

;!王

i: 
jj 
1:1.11. ~ 

舗 ダ

gよ
;:!i 主

設?と
jj る

ic 
~fJ )レ

討ス

認:は
討蹴
諸多C
闘の

陣後
51!を
問機
iえい
誌で
.;Jt帝
溺位
f に

ち
ん
乙
と
を
希
び
、
岡
崎
に
ネ

l

プ
ル

ス
を
領
せ
ん
斜
め
に
、
港
王
の
許
諾
を
求
め
K
1
9
9

3 
れ

ど
此
時
レ
オ
の
意
向
は
倣
鴎
西
に
傾
け
t
り。

彼
が
巴
用
品
仁
遣
は
し
大
る
カ
!
デ
イ
ナ

ル

ピ

ピ

エ
ナ
は
、
湖
一
回
向
、
頓
才
に
長

b
潟
め
に
ブ
ラ
シ

ジ
ス
の
徴
必
を
得
、
滋
に
ロ
}
レ
ン

ヅ

オ

デ

メ

デ

d
q

チ
と
倒
閣
の
ん
長
女
I
C

の
給
燃
を
調
停
せ
よ
ツ
。

p

漏
て
此
結
婚
は
雨
闘
の
同
盟
ー
を
し
て
一
見
仁
扱
悶

な
る
唱
の
と
な
ち
し
め
、
於
是
、
レ
オ
は
チ
ヤ
ー
ル
ス
の
請
求
に
耳
を
傾
け
な
L
ツ
し
が
如
し
J

'

れ
ど
千
五
百
十
九
年
チ
ヤ
ー
ル
ス
と
プ
テ
ン
ジ
ス
が
共
に
n
公
然
と
・
常
冠
を
要
求
せ
る
と
を
仁 3 

際
し
て
法
王
は
雨
者
に
敵
意
&
表
し
大
ph
し
が
彼
は
怒
仁
チ
ヤ
ー
ル
ス
の
総
恕
を
防
沿
ず
る

-・ー恥 、、一一一-....，・ ー・ ー、
ミ ー ~ぃー，園田れ 叫.- ーi

宇 一一一ー一 ι 叩._---“一一..-守V 偽--令 a、一ー一一一
i 一 一一一一『一ー'“_~V鴨匂R ・h・‘・ . 
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一 、

な
る
打
撃
に
て
あ
L
リ
北
る
な
L
リ。

ル
ス
の
俊
勢
は
、
倒
閣
の
潟
め
、
紘
一
佐
川
の
斜
め
仁
等
し
く
阪
大

千
五
百
十
九
年
六
月
二
十
八
日
十
九
歳
の
青
年
北

0
・
し
チ

能
は
も
d
b
し
な
1

り
。
而
し
て
ナ
ヤ
}

ヤ
ー
ル

λ

は
練
馬
人
の
玉
、
創
・
も
新
選
島
一
日
常
の
宣
言
を
受
け
文
1

り。

此
の
皇
帝
選
堺
の
結
果
仁
よ
J

り
て
蒙
夕
食
る
秘
寝
の
而
も
酷
烈
な
る
失
望
は
彼
の
深
さ
憂
慮

を
増

3
し
め
党
る
家
庭
の
不
寧
と
綾
歯
し
て
歪
れ
λ

ッ
。
社
一
勝
と
稀
せ
ら
れ
北
る

H

i

レ
ン
サ
/

オ
の
米
諸
な
る
彼
の
幼
世
}
レ

Y

川
ノ
オ
は
・
千
五
百
十
九
年
四
月
一
一
十
八
日
に
苑
去
し
、
自
己
の

37 

家
族
の
勢
力
を
扶
殖
せ
ん
鍔
め
に
百
般
の
計
識
を
廻
ら
し
花
る
滋
主
は
、
此
の
如
き
野
必
の
頼

法
王
レ
ヲ

J
E
宗

F

数

改

輩

七
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法

王

レ

、

ヲ

と

宗

裁

改

輩

り
に
足
ら
合
る
を
深
く
悟
t
り
大
る
や
明
か
な
よ
リ
、

ネ
ー
。
プ
ル

ス
の
王
位
に
塗
る
可
が
I

り
し
彼

の
弟
ジ
ュ
!
リ
ア
シ
は
倒
れ
。

治
宝
の
苦
v
ゅ
に
よ
L
リ
て
漸
く
山
γ

ル
ピ
ノ
必
闘
を
継
?
に
窓
1

り

し
彼
の
甥
は
空
し
く
抑
制
場
の
露
と
消
え
、
而
し
て
白
か
ら
欧
測
の
勢
力
均
衡
を
維
持
せ
ん
と
せ

る
彼
の
企
闘
は
、
チ
ヤ
ー
ル

ス
第
五
世
の
選
翠
に
よ

b
て
慾
に
す
一
川
餅
に
師
し

t
b、
故
仁
政
治
上

の
活
動
の
不
如
意
と
野
必
の
失
敗
は
レ
オ
に
騒
ぎ
打
撃
と
な

b
、
彼
は
温
和
寛
柔
に
な
よ
ツ
口
ハ
管

遊
戯
、
飲
鰍
端
、
美
術
に
思
を
寄
せ
て
千
五
百
二
十
年
の

一
年
間
以
殆
ん
ど
欧
洲
の
政
事
に
干
渉
し

大
る
乙
と
な
し
と
体
へ
ち
る
。

ル
ー
テ
ル
の
名
韓
日
に
悶
仰
が

b
、
改
革
の
主
義
盆
々
縫
歩
ず
る
に
笠

b
て
、
法
王
は
・
滋
に
殺
舎
の

事
に
其
注
意
を
挑
は
か
}
る
可
が
ち
ぎ
る
に
歪
れ
1
9
0

彼
は
調
停
及
寛
容
の
総
皮
を
以
て
事
を

帰
せ
ん
と
欲
し
な
れ
ば
、
数
舎
の

E
統
主
義
の
磁
波
の
人
士
は
、
絵
王
の
優
柔
な
る
手
段
に
嫌
厭

、
花
る
向
山
ぴ
あ
'
'
り
大
る
や
明
か
-
な
'
'
り
。

法
王
が
ル
!
テ
ル
エ
」
合
見
せ
し
め
ん
が
斜
め
仁
遣
は
し

併
比
る
対
も
の
は
サ
キ

y

}
の
貴
人
チ
ヤ
!
ル
ス
ミ
ル
テ
イ
ヅ
な
よ
ツ
。

彼
は
其
使
者
を
し
て
サ

4 
8 

i 

キ
ソ
ニ
!
の
選
常
侯
仁
特
別
の
敬
意
を
表
ず
る
潟
め
仁
、
患
別
せ
る
殺
怒
花
を
送
れ
'
夕
、
一
向
し
て

ル
i
テ
ル
は
法
王
の
阿
波
総
態
の
及
ぼ
ず
べ
き
結
某
を
恐
れ
大
'
b
。

ミ
ル
テ
イ
ヅ
は
給
関
知
己

と
熟
談
の
後
、
件
前
王
の
税
金
闘
を
求
基
ず
る
以
前
仁
、
一
伺
人
の
資
格
を
以
て

ブ

レ

ア

リ

yt 

グ

仁

鵠

見
せ
ん
乙
と
に
意
を
決
し
、
自
か
ち
仲
保
者
ー
の
地
位
に
立
も
て
、
ル

-
一
ア
ル
と
法
王
と
の
聞
を
聞

滑
に
調
停
せ
ん
匁
め
に
、
大
に
工
夫
を
廻
ら
せ
L
リ。

千
五
百
十
九
年
一
月
初
句
、
ア
ル
テ
シ
プ
ル

ヒ
に
於
て
ス
パ
ラ
テ

4
シ
の
面
前
仁
て
彼
は
ル

1
デ
ル
と
舎
見
せ
1
n

ノ。ル

ー
テ
ル
の
最
活
意
に

介
し
…
花
る
鹿
は
、
乙
れ
以
上
、
川
越
市
w
候
を
煩
は
守
口
N
B

ち
ん
rζ

に
て
あ
y

り
北
よ
ツ
、
故
に
ミ
ル
デ
d
q

ヅ
の

主
張
に
充
分
の
譲
歩
を
魚
河
d

ん
乙
と
を
希
び
党
よ
り
、
ミ
ル
テ
イ
ツ
は
抑
制
厚
の
態
度
を
以
て
ル
ー

テ
ル
仁
接
し
、
議
論
を
潟
し
命
令
を
鼠
ハ
ふ
る
を
と
を
乙
と
を
匁
河
口
歩
、
喰
、
だ
何
臨
ま
で
ル

I

テ
ル

は
譲
歩
し
得
る
や
、
ど
磁
め
ん
と
せ
る
の
み

J
O

彼
は
ル

1
テ
ル
を
敬
服
せ
し
め
，
て
遂
に
熱
誠
な

+一一一ヲ...町 句・ ー叫守 、...‘ ・・・ 1・、一“"・，-_._一一一一ー一 一一!ー ャー一一、牛号ヨ ミ ー・ー時日一川、，ム ._ ----
宅----.一…一一一--_..--~，~-・.._. ~降、切..........-.'一一、一-

-
、 J 戸白" ・・ l、 町.也、、一 l ←

。 -

る
改
革
者
を
し
て
、
法
王
に
謝
罪
放
を
認
め
、
怯
人
に
ロ
!
マ
法
王
の
命
令
を
米
安
ぺ
を
の
勧
告

を
援
し
、
最
早
赦
罪
歩
の
問
題
に
閲
し
て
人
必
を
撹
乱
す
る
が
如
き
乙
之
な
か
る
べ
ぎ
を
約
す

る
ま
で
に
淫
ら
し
め
北
2

り
。
若
し
此
の
和
解
と
、
此
の
沈
黙
と
を
維
持
し
得
北
ら
ん
に
は
、
悲
れ

最
良
の
企
叢
に
し
て
且
つ
数
舎
の
分
裂
を
防
?
に
足
る
可
営
唯
一
の
良
策
に
て
あ

b
t
る
な

t

り、
3
れ
ど
火
の
手
は
蹴
に
敵
洲
会
土
仁
移

b
-北
れ
ば
、
ミ
ル
テ
イ
ツ
と
ル
}
テ
ル
と
の
向
の
契

39 

約
は
唯
、
だ
短
時
期
の
み
能
く
之
を
持
続
し
得
な
る
の
み

n

法

王

レ

ヲ

E
宗

F

救
助
明
輩

改
革
の
粉
紳
は
数
舎
政
治
家
の
外

…一一九



法
王
'
レ
ヲ
タ
之
宗
教
唆

a

窓

i邸。

40 

交
術
に
よ
ー
?
て
銭
感
し
総
べ
か
ら
な
る
迄
仁
、
人
必
の
奥
底
仁
一
夜
捌
仰
せ

bo
)v 

')"" 

抑 Jレ

唱は
A 議
之早

や
白
己
の
主
に
非
常
ノ
ー
し
て
、
一
見
ら
に
高
大
な
る
勢
カ
の
一
…
機
関
に
滋
ぎ
診
る
な
よ
リ
。

を
提
唱
し
、
紳
之
を
廃
班
し
給
ふ
沖
も
の
な
れ
ば
な
I

り」。

ヰ

Y

グ
博
士
は
一
丹
び
火
焔
を
撹
さ
起
せ
よ
ツ
。

彼
紘
一
ル
y
h

テ
ル
の
友
文
l

り
し
カ
ー
ル
ス
タ
ー
ト

と
争
論
を
始
め
、
訟
に
ル

I

テ
ル
を
再
び
其
渦
中
仁
陥
ら
し
め
北
F

り。

此
論
争
に
於
て
、
カ
ー
ル

ス
タ
ー
ト
は
エ
ヅ
グ
に
反
抗
し
て
自
由
意
志
に
闘
す
る
ア
サ
、
ガ
ス
チ
ン
の
説
・
を
主
張
せ
よ
リ
。

ル
ー
テ
ル
W
M

此
の
論
争
に
悲
き
入
れ
ら
れ
北
る
は
、
住
王
の
主
裁
棋
に
闘
す
る
問
題
に
於
て
な

1
9
0

都
論
に
於
て
は
エ
ヅ
グ
は
確
か
に
勝
を
制
し
大
る
が
如
し
、
ル
!
一
プ
ル
は
其
議
論
に
繊
足

ず
る
能
除
、
下
J

、
焼
論
は
徒
ら
に
、
時
間
を
浪
費
す
る
に
止
ま
よ
リ
て
、
資
効
な
き
も
の
と
忍
ヘ

b
。

3

れ
ど
ル

i

テ
ル
の
訴
は
大
に
宮
崎
の
青
年
の
意
に
投

b
大
れ
ば
、
数
多
の
皐
生
以
一
プ
d
q

プ
チ
ヅ

皐
一
覧
す
る
仁
ル
!
テ
ル
は
熔
論
の
利
を
占
め
、
興
一
論

と
を
拾
て
、
ウ
ヰ
デ
ン
バ
ル
と
に
集
れ
J

りー

は
ル

I

テ
ル
仁
加
携
し
食
れ
ば
な
よ
ツ
。

抑

e此
の
紳
皐
上
の
論
争
は
、
ル

l

テ
ル
の
法
王
組
織

よ
よ
ツ
脱
却
す
る
に
歪
ち
し
め
食
る
端
緒
な

b
と
一
五
ふ
可
し
。
ル
}
一
ア
ル
は
此
論
争
仁
閥
ず
る

態
備
を
潟
ず
の
必
要
上
、
途
に
ロ
ー
マ
荻
舎
の
誤
謬
及
ぴ
腐
、
敗
の
根
'
本
を
充
分
に
研
究
し
て
、
断
…

く
白
か
ら

H
l
γ

数
合
よ
ー
リ
分
献
す
る
必
要
を
見
る
に
歪
れ
F

り。

絵
主
の
紳
権
と
宗
致
曾
議
の
不
可
制
駄
を
否
定
す
る
に
お
品
れ
i
ッ
。
彼
は
紳
の
兵
士
I
C

し
て
ー
滋
舎

を
腐
敗
吐
し
め
北
る
感
鬼
の
魔
力
と
虚
俗
と
に
濁
し
て
戦
闘
せ
才
る
可
か
ち
合
る
も
の
な
よ
ツ

と

白

戯

施

せ

よ

ツ

。

，

ル
}
デ
ル
と
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
親
交
今
や
漸
く
厚
き
を
加
え
、
メ
テ
ン
ヒ
ト
ン
は
ル
!
テ
ル
の

此
に
蚕
』
り
て
彼
は
初
め
て

ー一 一・-
↓ 

最

g
有
議
な
る
味
方
と
な
、
。
、
識
が
も
有
力
な
る
共
鰍
究
者
と
は
な
れ

b
。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
は
静
訟

に
し
て
皐
術
の
素
養
は
深
く
、
ル

1

テ
ル
は
多
く
の
悶
難
と
、
激
烈
な
る
道
徳
上
の
紛
突
と
を
経

験
し
党

b
。
ル
ー
テ
ル
は
メ
一
プ
ン
ヒ
ト
ン
よ
よ
り
も
身
必
共
に
頑
強
仁
し
て
万
一
プ

Y

ヒ
ト

y
は

.~司、… 守司 4・A 句c.".，_._'. ~ '.~~ ，.、 一'干 .__.ー' ・ ........_-問 d与、← ♂町 ‘ ‘ ー
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ル
ー
テ
ル
よ
i

り
感
門
深
く
、
胸
襟
奨
演
な

b
-色
。
ル
!
テ
ル
は
戦
争
の
人
仁
し
'
て
、
メ
ヲ

Y

ヒ
ト

シ
は
卒
和
の
人
な
F

り、ル

I
テ
ル
は
創
態
的
天
才
を
有
す
る
新
天
地
の
開
拓
者
な
J

り
、
而
し
て
メ

一ア

Y

ヒ
ト
ン
は
精
蹴
不
俄
の
該
博
な
る
皐
者
な
る
。

卒
者
な
J

り
、
而
し
て
メ
一
ア
ン
ヒ
ト

Y

は
旬
以
宅
問
良
仁
し
て
数
度
な
る
改
革
者
な
よ
ツ
。
ウ
ヰ
ヅ
テ

y

d

ル
ヒ
の
爾
改
章
者
は
互
に
欠
食
る
を
会
ふ
し
、
足
ら
念
る
を
補
は
ん
が
斜
め
に
、
航
班
の
乎
に

ル
ー
一
プ
ル
は
最
も
.
大
騰
な
る
英
雄
的
改

，1，1 

よ
ー
リ
て
、
相
接
近
す
る
に
遅
れ
る
も
の
仁
し
て
、
紳
は
彼
等
の
才
能
と
精
力
と
を
令
せ
て
、
紛
滋
宗

法

王

レ

ヲ

之

宗

数

改

憲

四
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議
改
革
に
努
力
す
る
廃
あ
ら
し
め
柁
る
な
F

り
と
一
五
ふ
可
し
。

雨
者
若
し
英
一
を
欠
け
ば
、
其
改

草
花
る
極
め
て
異
な
れ
る
結
果
を
鷲
ら
し
大
る
な
る
べ
し
。
ル
!
テ
ル
の
努
…
カ
に
よ

b
て
宗
滋

改
革
の
粉
紳
は
低
兆
康
氏
の
必
に
達
し
、
メ
フ
ン
ヒ
ト

y

の
相
官
力
に
よ
よ
リ
て
濁
逃
に
於
け
る
感

ル
i

テ
ル
は
彼
の
新
思
想
以
メ
ラ
シ
ヒ
ト
シ
の
静
思
熟
慮
仁
よ
る
獅

者
の
同
情
を
得
、
文
ょ
ッ
。

立
の
俳
究
の
結

mm
同
一
の
結
論
に
達
し
花
る
乙
と
に
よ

-b
て
益
々
確
信
を
深
ふ
す
る
乙
と
を

t
F
M二

}
0

4
官
ふ
れ

J
J

ル
ー
テ
ル
は
叉
ヅ
ヅ
ト
シ
反

γ

y

キ
ン
グ

y

等
の
愛
鴎
的
熱
情
に
よ
F

り
て
鍛
舞

3

れ
、
法
王
継
を
サ
タ

y

の
本
擦
と
し
て
之
を
攻
撃
す
る
の
勇
気
を
得
.
北

60
子
五
百
二
十
年
の

七
月
よ

b
九
月
に
至
る
の
問
に
彼
は
最
私
有
力
な
る
改
革
主
義
を
間
切
せ
る
著
作
を
る
け
に

せ

ー
獅
逃
貴
族
諸
一
公
に
訴
ふ
~
滋
舎
の
巴
比
倫
倖
囚
~
キ

y
ス
ト
数
徒
の
自
由
し
等
日
記
な
J

り
。
ロ
ー

マ
数
曾
の
紳
患
者
拡
益
々
激
昂
し
て
、
レ
庁
は
遂
仁
千
五
百
二
十
年
数
A

ザ
を
援
し
て
ル
!
一
ア
ル

の
著
書
は
異
端
に
し
て
、
異
説
を
信

b
、
叉
一
之
を
体
ふ
る
も
の
は
議
く
之
を
破
門
に
成
す
可
を
乙

と
を
宣
言
せ
念
る
を
得
か
る
に
至
れ
F
O
O

件
前
玉
川
弘
ル
}
テ
ル
を
奨
容
と
親
初
と
を
以
て
聖
書

に
記
せ
る
放
路
息
子
の
如
く
見
倣
し
彼
に
悔
悟
以
て
、
数
令
後
布
後
六
十
日
以
内
に
彼
の
謀
説

を
撤
同
せ
ん
ζ

と
を
熱
望
せ

b
。

3
れ
ど
改
俊
の
扶
綴
は
れ
念
る
を
以
て
、
直
も
に
吠
遂
せ
ら

れ
た
J

り
9

峨
門
に
彪
し
、
人
類
の
敵
と
見
倣

3
る
べ
し
と
一
五
ヘ

bo

数
A

ザ
の
設
布
と
成
行
と
は
之
を
二
人
の
伊
太
利
の
俗
官
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

1

カ
ラ
チ
オ
り
及
エ

的
ノ
グ
博
士
に
佐
官
ら
れ
大
よ
リ
。
北
部
調
態
に
於
一
て
名
獲
を
失
墜
せ
る
エ
ツ
グ
を
其
任
に
血
ハ
わ

ら
し
め
た
る
は
絵
王
の
潟
め
に
不
安
・
と
な
1

り
て
、
却
て
改
革
に
人
v

ゆ
を
向
は
し
り
る
に
一
全
れ
t

り。

ヤ

Y

セ
シ
は
之
に
関
し
て
左
の
如
く
臼
ヘ
ー
タ

MWω

当
m
q
o
F
け
お
ロ
門
町
内

2
沼
町
兆
円
出
企
切
ω
日
以
内
凶
作
吋

J
J門付
5
2
m
D口
問
ロ
ロ
仏
〈
0
日一

ω門
司
巾

η
山
内
口
口
問
仏
印
吋
∞
丘
一
作

ー ・.ー ーベ町一一一-'~一一一一一

、
'. 、 ・句、

山
口
日
仰
げ

3
3口
仏

2
仲
良
y

g

u

…on
g
oロ
ド
三
日

H
R，
m
の
印
加
一
口
内
吋

Moymwロ
ロ
何

n
r
σ
o
m
E
R
ω
μ
mけ
巧
口
吋
仏
印
・
3

数
A

ザ
は
濁
逸
に
於
て
は
殆
ん
ど
一
般
に
反
卦
の
態
度
を
以
て
迎
へ
ら
れ
、
或
る
地
方
特
に
フ
d
q

プ
チ
ヒ
に
於
て
は
口
公
然
の
反
抗
を
蒙
れ
1

り。エ
L
Y

プ
}
片
ト
に
於
〈
は
、
紳
一
等
教
授
は
殺
令
を
溌

と
初
制

布
ず
る
乙
と
を
い
然

b
、
皐
生
は
共
印
刷
せ
る
令
舎
を
水
に
投

b
h・切己
F

g
♂
山
口

Z
5
5汁

2
3

叫
せ
よ
ツ
。
ミ
ル
テ
イ
ヅ
は
数
令
の
後
布
を
聞
き
、
大
に
慨
嘆
せ
'
夕
、
何
と
な
れ
ば
、
乙
れ
彼
が
温
和

の
彪
置
を
会
く
打
破
す
る
刃
も
の
な
れ
ば
な
う
0
3
れ
ど
彼
は
信
共
癖
容
を
少
な
く
せ
ん
が
翁
め

11 
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に
千
五
百
二
十
年
十
月
十
一
日
リ
ヒ
テ
シ
パ
ル
と
に
於
て

e

調
停
を
試
み
、
怒
に
ル

l

テ
ル
を
し

法

王

レ

‘

ヲ

と

宗

滋

改

議

同
， ，、



， 

戸、

4

絵

王

レ

ヲ

E
宗

散

改

革

問
問

i.t4 

て
件
前
王
仁
痛
激
の
問
問
迎
を
合
め
る
親
書
十
)
怠
る
に
歪
れ
よ
リ
。

3
れ
ど
数
A

ザ
の
稜
布
止
ま
市
・
c
れ

ば、ル

1

テ
ル
拡
之
を
キ
リ
ス
ト
に
反
抗
す
る
感
魔
の
事
業
な
よ
ツ
と
絶
叫
せ
ム
ッ
。

且
彼
は
此
の

憎
む
べ
き
、
問
ふ
可
営
数
令
と
岱
玉
継
を
規
定
せ
る
法
典
t
L
共
に
ウ
ヰ
テ
シ
ペ

ル
ヒ
に
於
て
n
公

衆
の
面
前
に
之
を
焼
拾
て

k
b。
設
に
於
て
爾
者
の
正
邪
曲
直
を
決
し
得
る
遣
の
は
王
様
あ

る
の
み
、
故
に
怯
王
及
ル
}
テ
ル
共
仁
皇
帝
の
味
方
を
M
W
些
せ
ん
λ
印
私
-
一
‘
は
皇
帝
が
裕
資
股
格

な
る
豆
統
の
信
者
な
る
乙
之
を
鐙
し
、

は
皐
'
併
が
寛
厚
に
し
て
民
公
平
な
る
剣
官
、
な
ら
ん
乙
と

を
一
瓜

3
ん
乙
と
を
希
望
せ
よ
ソ
。

ル
i
テ
ル
は
滋
仁
ウ
オ
ル

ム
ス
の
議
一
舎
に
立
つ
可
を
召
喚
を

家
L
リ
、
業
献
に
誘
は
れ
。
味
方
に
附
刷
、
ま
コ
れ
て
之
れ
に
熔

b
t
tり。

議
舎
の
前
に
立
つ
に
宇
一
I

り
て

彼
の
頑
強
な
る
粉
紳

Z
断
乎
、
た
る
意
志
と
は
議
々
盤
凶
な
る
が
も
の
と
な
J

り。

皐一品
w
及
談
合
は

共
に
彼
を
有
罪
な
F

り
7

乙
裁
決
し
た
ら
'
、
3
れ
ど
彼
は
・
安
会
に
締
郷
ナ
可
き
許
可
を
輿
へ
ら
れ
た

P
9
し
が
、
サ
キ
ソ
ニ
!
の
港
帝
侠
の
命
令
に
よ
f

り
て
備
へ
ら
れ
た
る
一
阪
の
騎
士
に
よ
p

り
て
改

草
者
は
一
時
賂
閉
安
抗
告
の
場
所
に
奪
ぴ
去
ら
れ
セ
よ
リ
。

近
口
人
設
に
宝

b
て
獅
越
が
宗
滋
改
革
の
産
所
と
し
て
遊
ば
れ
北
る
は
安
に
幸
一
臓
な
る
乙
之
に

あ
l

り
柁
t
り
と
一
お
は
ぎ
る
可
が
ら
み
ず
'
。

絶
野
君
主
の
飯
土
、
鍛
令
ば
西
班
牙
及
仰
蘭
西
に
‘
於
て
勿

論
英
士
口
利
に
於
て
も
改
革
の
漣
動
は
直
も
に
原
一
倒
き
れ
北
る
な
る
べ
し
。

( 

，
以
上
の
諸
闘
の
君

主
は
其
硲
ー
信
に
於
て
新
忠
徳
に
同
情
を
有
せ
よ
ツ
之
、
ナ
る
も
政
策
上
法
王
の
獣
必
を
得
ん
が
潟

め
に
正
統
振
の
沓
教
主
義
を
来
、
下
る
の
巴
り
を
得
、
d

る
も
の
あ
よ
リ
柁

b
。

!
の
ブ
レ
デ
リ
的
ノ
グ
は
欧
洲
政
策
に
側
聞
し
て
其
勢
力
大
な
ら
か
つ
り
し
が
斜
め
に
、
敢
て
法
王
の

援
助
に
信
頼
す
る
の
要
な
が
・
0
し
な
y

り
、
叉
彼
は
小
君
主
仁
し
て
敢
て
野
必
宮
挟
ま
歩
、
英
大
串

3
れ
ど
サ
キ
ア

に
、
業
教
授
に
、
叉
一
其
人
民
の
幸
一
服
安
寧
に
越
味
を
有
し
性
意
を
挑
び
北
よ
リ
。

彼

は

サ

キ

ソ

コ

!
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に
於
て
は
其
隣
慨
に
於
け
る
よ

b
宅
、
自
由
の
意
志
の
議
議
せ
る
を
誇
'
り
と
な
せ
よ
リ
。

ル
ー
一
ア
ル
は
此
の
地
に
あ
t

り
て
人
間
の
体
説
よ

h
M℃
紳
の
秘
戚
を
倉
重
し
政
府
の
座
制
に
民

.而

し
て

抗
し
し
て
、
良
必
の
自
由
を
守
る
べ
き
干
し
と
を
恐
れ
な
く
大
勝
仁
主
張
せ
よ
リ
。

て
勇
敢
な
る
論
統
を
矯
し
、
議
坊
を
座
し
た
る
後
、
ル
!
テ
ル
は
暫
く
世
界
の
舞
登
よ
λ
ソ
隠
れ
な

ウ
オ
ル
ム

λ

に
於

ー
ッ
。
彼
は
法
律
保
護
以
外
に
置
か
れ
、
法
王
は
彼
に
濁
し
て
非
常
の
手
段
ぞ
施
ず
に
隣
町
牒
せ
合
t
リ

故
に
外
国
、
法
王
換
は
議
舎
に
於
て
、
勝
利
を
占
め
、
同
一
時
に
一
方
、
絵
主
及
皇
帝
の
聯
令

ー
レ
計
umλ

ツ。

軍
は
、
伊
太
利
に
於
て
優
勢
を
占
め
北
』
夕
、
レ
オ
の
近
親
の
一
人
カ
!
デ
イ
ナ
ル
キ
ウ
リ
オ
デ
メ

45 

デ
イ
チ
綜
椴
坊
に
あ
2

り
て
勝
利
の
。
庫
勢
と
共
に
ミ
〕
プ

Y

に
入
れ
1

り。

パ
ル
ず
及
。
プ
ラ
セ
ン
チ

法

王

レ

ヲ

と

宗

法

改

輩

四
五

-o

・e 

・
i



法

王

レ

ヲ

E
宗

教

敬

意

四
六
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ア
は
問
復
せ
ら
れ
、
側
一
買
は
的
取
返
せ
ら
れ
、
絵
王
は
ミ
ラ
ン
の
新
王
の
上
に
大
な
る
勢
力
を
振
ふ

を
得
る
が
如
、
を
形
勢
に
し
て
、
今
や
安
仁
、

政
界
に
新
局
面
開
反
し
、
宗
数
界
に
大
運
動
を
開
始

J 

時、u
れ
、
北
る
欧
蹴
に
於
け
る
最
も
章
一
大
な
る
危
機
に
て
あ
ゐ
な
J
O
J
O

て
前
者
を
指
揮
し
後
者
を
成
、
鹿
し
得
る
の
棋
勢
を
有
す
る
が
如
き
情
況
を
皐
し
大
J
9
0

事
局
絡
に
絵
王
レ
オ
を
し

彼
は

常
春
秋
に
宮
み
此
の
危
機
を
利
用
し
て
墜
を
将
来
に
置
き
て
、
他
一
日
の
成
功
を
期
す
可
を
港
の

あ
1
1
/

、
下
る
が
如
し
。
彼
の
会
議
の
成
功
の
報
道
彼
の
耳
に
達
し
な
る
と
き
は
彼
は
マ
リ
ア
ナ
の

別
・
症
に
あ
'
夕
、
北
る
が
高
俗
舎
を
開
き
て
彼
の
勝
利
の
好
果
を
牧
り
る
に
必
要
な
る
底
資
方
針

を
定
め
ん
が
潟
め
に
、
直
も
に
ロ
ー
マ
に
飾
れ
F

り。

3
れ
ど
搭
王
は
経
症
な
る
風
邪
に
日

3
れ

有
る
の
放
を
以
て
、
高
僧
舎
は
短
期
コ
れ
大
る
が
法
王
の
病
決
俄
然
縫

b
て
前
一
態
と
な
L

リ
、
遂
に

千
五
百
二
十
一
年
十
二
月
一
日
入
滅
せ
J

り。

レ
オ
は

J

政
治
家
と
し
て
非
凡
の
性
格
と
精
力
を
有
し
北
よ
り
、
3
れ
ど
彼
唱
亦
大
高
人
の
有
ず
る

同
制
鮎
を
党
れ
能
川
林
、
d

J

り
し
な
よ
ツ
。

秘
利
の
均
衡
を
維
持
す
る
乙
と
は
、
彼
の
班
惣
に
し
て
ま
食

彼
の
粉
紳
仁
て
あ
1
9
t
る
ζ
T
C

拡
疑
ふ
可
か
ら
も
c

る
庭
な
れ
ど
、
些
細
な
る
一
個
人
の
野
必
之

彼
が
欧
捌
政
策
に
闘
す
る
干
渉
除
、
業

_... 
， 

第
一
の
場
A

官
一
即
も
ジ
ュ
!
リ
ア
ス
の
締
結
せ
る
線
約
の
履
行
を
主
張
せ
る
と
き
の
外
、
総
て
常

仁
不

E
直
に
し
て
、
且
つ
不
信
貴
な
1

り
、
而
し
て
成
功
せ
る
乙
と
殆

u

ん
ど
稀
な
ム
ツ
。
彼
の
激
舎
の

管
長
な
る
資
格
に
於
て
、
キ
リ
ス
ト
教
舎
の
元
首
と
し
て
レ
オ
第
十
世
は
苛
酷
に
し
て
放
隣
な

ん
/
と
の
批
評
を
受
け
柁
F

り。

の
み
な
ら
夕
、
犯
罪
な
l

り。

彼
の
赦
罪
歩
の
効
力
を
詩
張
せ
る
如
を
は
、
明
か
仁
不
謹
慎
な
る

彼
の
ル

i

テ
ル
に
封
ず
る
行
斜
は
、
非
常
に
批
難
崎
、
。
れ
校
F
9、3
一
れ
と

彼
れ
が
後
に
歪
y

り
て
ル
!
テ
ル
に
鈎
し
て
な
せ
る
鹿
置
は
抑
制
良
、
平
和
、
巧
妙
な
る
唱
の
と
一
お
ふ

可
し
。
館
用
と
腐
敗
仁
よ
t

り
て
汚
れ
食
る
怨
集
中
に
あ

yb
大
る
彼
に
、
合
理
に
し
て
る
卒
な
る
乙

と
な
よ
ツ
。

崎
、
勢
の
向
ふ
鹿
彼
如
何
と
宅
翁
す
能
川
弘
合
F

り
し
な

6
0

彼
の
潟
せ
る
以
上
の
事
は
、
彼
に
於
て
求
ひ
可
が
ち
ぎ
る
〈

爆
後
物
は
飢
に
置
か
れ
、
火

と
は
望
む
可
か
ち
合
る
所
な
1
0
0
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花
は
飛
ん
で
其
の
上
に
欧
州
特
」
ら
れ
北
ょ
ッ
、
燥
畿
は
到
底
菟
る
可
か
ら
ぎ
・
・
9
し
な
1
9
0

双
山
司
清
志

I
D
ほ山

岡
山
山
ぱ

4
t
A
土
作

は
、
漸
く
形
に
販
は
れ
、
宗
数
止
の
自
由
は
、
防
に
市
内
民
の
必
情
に
浸
潤
し
。
膝
史
の
向
ふ
所
、
何
物

議
舎
の
決
議
は
、
閥
一
民
の
決
議
に
は
非
ら
ヂ
、
ル

l

テ
ル

も
能
く
之
を
防
止
し
得
る
沖
も
の
な

し

は
数
合
i
L

岡
家
と
よ
t

り
拾
て
ら
れ
、
絵
王
と
皇
帝
と
大
曲
ゆ
と
よ
L
ツ
排
斥
せ
ら
れ
、
人
間
の
祇
舎
よ

L
リ
治
拡
れ
北
れ
ど
、
彼
の
勢
力
は
着
々
世
界
の
間
隔
広
瀬
蔑
せ
よ
リ
。

ル
l
Jプ
ル
は
麟
説
L
L

附
加
来

47 

法

王

レ

ヲ

E
宗
数
改
設
・

四
七
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副
凡

レ
オ
の
府
に
永
逝
せ
ん
と
す
る
頃
に
は
、
彼
以
外
国
上
の
成
功
を
得

彼
の
方
策
に
し
て
賀
行
せ
ん
と
勤
め
允
る
目
的
は
、
議
活
幸
一
服
な
る
結
果
を
来

3
ん
と

而
電
彼
の
生
命
の
長
か
ら
か
」
1
9
し
は
、
彼
の
一
身
に
坂
ιッ
て
幸
醤
な

5
し
と
一
お
ふ
可
し
。

彼
の
死
後
事
局
一
段
せ
I

リ
、
而
し
て
彼
は
治
々
と
一
し
て
魅
み

J

来
る
絵
王
継
に
不
利
な
る
勢
力
に

共
勢
力
の
寅
仁
川
制
大

法

王

レ

ヲ

と

宗

敬

改

輩

と
を
己
の
味
方
と
せ
よ
リ
。

允
J

り。

せ

ら
紙
抗
し
て
能
く
之
を
防
止
し
得
北
t
り
と
信
、
下
る
は
騒
め
て
困
難
な

b
。

な
る
は
彼
に
織
寸
法
位
に
設

-h
た
る
絵
王
の
悲
し
く
が
も
認
め
北
る
蕗
な
J
9
0

欧
洲
の
政
治
上
の

援
態
は
、
沓
制
度
に
針
ず
る
人
民
の
態
度
を
一
…
縫
し
、
智
識
上
の
濡
棋
連
は
一
審
忠
利
川
仁
針
ず
る
態
度

を
一
…
嬰
せ
i
り。

レ
オ
第
十
世
は
野
必
仁
駆
ら
れ
て
、
自
由
を
屈
し
良
必
を
破
機
せ
ん
と
し
て
償

ふ
可
わ
ら
診
る
の
失
敗
を
潟
せ
よ
ツ
。
ル
i
テ
ル
が
数
舎
の
腐
敗
を
叱
責
し
て
其
主
張
を
撤
阿
せ

も

d

t
り
し
は
貨
に
呉
宜
し
ぎ
を
‘
得
、
党
る
唱
の
な
十
九
彼
は
議
官
者
の
カ
を
以
て
紙
迎
の
意
思
を

話
yp、
紳
一
の
言
語
と
良
必
の
自
由
の
傍
れ
る
も
の
な
る
乙
と
を
立
経
せ
る
ほ
の
な
よ
リ
。
…
印
し
て

体
訟
と
構
成
主
」
は
み
…
く
粉
神

3
れ
大
』
り
而
し
て
歴
史
の
滋
歩
の
道
は
聞
か
れ
な
lυ

と
云
ふ
可

を
な
よ
ツ
。

時
V
，

t

ヨ
シ
、
〕
プ
ス
L
T

ン
の
立
脚
地
よ
り
見
た
る
俳
句

~.} 

忽

同
目

、
明
証
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@

@

@

帥

w

@

異

E
の
婆
術
と
は
v

如
何
な
る
唱
の
か
と
い
ふ
に
就
て
、
一
プ
ス
キ
ン
は
『
グ
エ
ユ
ス
の
石
b

に
大
要
左

@

@

A

A

A

G

@

 

の
如
く
説
い
て
ゐ
る
。
先
づ
皐
問
と
誕
百
術
と
に
は
ご
様
の
差
違
欧
州
が
あ
っ
て
、
感
問
は
知
る
者
、

A

@

@

-

A

A

 

審
術
は
製
作
す
る
者
、
感
問
は
事
物
を
あ

-b
の
ま
h

に
扱
ふ
者
、
義
術
は
事
物

pyω
盤
に
戚
ホ
ノ
る

A

甲

@

や
う
に
扱
ふ
者
で
あ
る
。
感
問
上
よ
ー
り
見
れ
ば
太
陽
は
地
球
よ

b
九
千
五
百
宙
開
哩
の
距
麟
に

あ
っ
て
、
地
球
の
百
十
一
日
倍
の
大
崎
、
d

を
有
し
、
二
十
五
日
十
四
時
四
分
間
に
臭
軸
に
於
て
白
勝
す

A

A

-

a

 

さ
れ
ど
欝
術
上
よ
L
ツ
見
れ
ば
右
様
の
乙
と
を
知
る
必
要
は
な
い
、
普
術
は
低
に
太
陽
を
紳

るル
均
し
て
光
明
…
赫
灼
大
る
蜜
紳
と
し
て
司
よ
し
、
或
は
之
を
擬
人
し
て
周
目
秀
麗
な
る
男
子
が
白

町
内
金
殺
に
跨
つ
セ
彪
と
し
て
が
も
よ
い
。

誕
百
術
は
事
物
の
精
紳
を
澗
観
ず
る
カ
あ
る
、
も
の
で
、
事

4.9 

物
の
外
相

k
闘
す
る
奨
を
夜
見
す
る
の
み
で
な
く
、
業
中
必
柁
る
本
質
に
闘
す
る
英
を
接
持
す

る
唱
の
で
あ
る
か
ら
、
態
問
と
比
較
す
れ
ば
惑
術
の
飯
域
は
一
一
般
廃
撲
で
あ
る
、
芳
一
は
必
盤
界
は

ザ
ヨ
シ
‘
ラ
ス
キ

V

の
立
脚
地
よ
り
見
た
る
俳
句

四
九


